
 ２０２２年１２月２７日 

 

託送供給等約款の認可申請について 
 

当社は、本日、電気事業法第１８条第１項※１に基づき、「託送供給等約款」の認可   

申請を経済産業大臣に行いました。 

 

「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を  

利用する場合の料金やその他の供給条件を定めたものです。 

 

今回の主な変更については、以下のとおりです。 

 

 〇主な変更内容 

（１）託送料金単価の見直し 

２０２３年４月から導入される新たな託送料金制度（レベニューキャップ制度※２）

に向け、１２月２３日に当社の送配電事業における２０２３年度から２０２７ 

年度の５年間の託送供給等に係る「収入の見通し」が承認されたことを踏まえ、

託送料金単価の見直しを行いました。 

 

【見直し前後の託送料金平均単価】              （単価は税抜） 

 見直し後 見直し前 

特別高圧  2．32 円／kWh 2．04 円／kWh 

高圧  4．83 円／kWh 4．56 円／kWh 

低圧 10．75 円／kWh 9．77 円／kWh 

  

（２）託送料金メニューの見直し 

 再生可能エネルギーの有効活用等の観点から、電化推進や需要応動を後押し 

する託送料金面の対応として、既存のピークシフト割引および自家発補給電力の

特別措置の適用範囲を拡大すべく、当該内容を供給条件に反映しました。 

 

（３）N－１電制※３における費用負担の取り扱い 

第３７回総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／ 

電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク 

小委員会（２０２１年１１月３０日開催）において、Ｎ－１電制における    

オペレーション費用や電制実施に必要な制御装置設置等の初期費用を一般  

送配電事業者が負担することと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に 

反映しました。 

 

 

 

【プレスリリース】 



（４）インバランス料金※４の未収リスクに関する保証金の取り扱い 

第７７回制度設計専門会合（２０２２年９月２６日開催）において、     

インバランス料金の大規模な未払い等を防止し、社会的負担の抑制を図る観点 

から、インバランス料金の未収リスクに備え、一般送配電事業者が小売電気  

事業者等に対し保証金を求めることができる旨を、託送供給等約款に明記する 

ことと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映しました。 

 

（５）損失率※５の見直し 

第４０回制度設計専門会合（２０１９年７月３１日開催）において、スマート

メーターの設置が完了するまでの間は、託送供給等約款に定める損失率は年度に

よって変動することが考えられるため、毎年至近３年の実績損失率の平均値に 

見直すことが望ましいと整理されたことに伴い、２０１９年度から２０２１年度

の実績損失率の平均値に変更しました。 

 

 見直し後 見直し前 

特別高圧 1．9％ 2．0％ 

高圧 5．2％ 5．0％ 

低圧 8．5％ 8．２％ 

 

○実施日 

２０２３年４月１日の実施を予定しています。 

 
※１ 電気事業法第１８条第１項（託送供給等約款） 

一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件に  
ついて、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給
等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを
変更しようとするときも、同様とする。 

 
※２ レベニューキャップ制度 
   「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」 

（２０２０年６月成立）に基づき改正された電気事業法により、一般送配電事業者における 
必要な投資の確保とコスト効率化を両立させ、レジリエンス強化や再生可能エネルギーの  
主力電源化を図ることを目的に、従来の総括原価方式に代わって、新たに導入された託送料金
制度。本制度では、一般送配電事業者が、国の策定する指針（一般送配電事業者による託送供
給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針（令和４年経済産業省令第６１号[令和
４年７月２２日公布]））に基づき、一定の規制期間（第１規制期間は２０２３年度から    
２０２７年度の５年間）に達成すべき目標を示した事業計画を策定し、その実施に必要な費用
などを見積もった収入の見通しについて、国の承認を受けたうえで、託送料金単価を設定する。 

 
※３ N－１電制 
   緊急時用に確保されている送電線を、事故時に瞬時に発電遮断することを前提に平常時も  

活用する仕組み。緊急時用の容量を活用することで、より多くの電源の接続が可能になる。 
 
 
 
 
 



※４ インバランス料金 
   発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画等に  

対する発電・需要実績等の差分をインバランスという。 
需給の一致を図る観点から、インバランスについては、一般送配電事業者が補給等を行って 
おり、当該補給等に係る精算金をインバランス料金という。 

 
※５ 損失率 
   発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量（損失量）を算定 

するための比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失
量の合計に相当する量の電気の調達を行う。 

 

以 上 

 

（別紙）主要な料金 

 

 






